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【 請 求 項 １ 】
情 報 処 理 装 置 で あ り 、
実 物 体 を 検 出 す る セ ン サ と 、
前 記 セ ン サ か ら の 入 力 情 報 に 基 づ い て 実 物 体 に 対 応 す る Ｉ Ｄ （ 識 別 子 ） を 取 得 し 、 取 得 Ｉ
Ｄ を 情 報 処 理 部 に 出 力 す る 処 理 を 、 セ ン サ か ら の 入 力 情 報 に 基 づ い て 繰 り 返 し 実 行 す る 実
物 体 識 別 部 と 、
前 記 実 物 体 識 別 部 か ら の Ｉ Ｄ を 繰 り 返 し 入 力 し 、 入 力 Ｉ Ｄ に 対 応 す る 処 理 を 実 行 す る 情 報
処 理 部 と を 有 し 、
前 記 情 報 処 理 部 は 、 前 記 実 物 体 識 別 部 か ら の 新 規 入 力 Ｉ Ｄ に 対 応 し て 設 定 さ れ る 処 理 と 、
既 入 力 Ｉ Ｄ に 対 応 し て 設 定 さ れ る 処 理 と の 比 較 を 実 行 し 、 両 処 理 が 異 な る 処 理 と な っ た こ
と を 条 件 と し て 、 実 行 中 の 処 理 の 終 了 処 理 を 行 な う 構 成 で あ る こ と を 特 徴 と す る 情 報 処 理
装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 通 信 処 理 を 実 行 す る 通 信 処 理 装 置 で あ り 、
　 実 物 体 を 検 出 す る セ ン サ と 、
　 前 記 セ ン サ か ら の 入 力 情 報 に 基 づ い て 実 物 体 に 対 応 す る Ｉ Ｄ （ 識 別 子 ） を 取 得 し 、 取 得
Ｉ Ｄ を 情 報 処 理 部 に 出 力 す る 処 理 を 、 セ ン サ か ら の 入 力 情 報 に 基 づ い て 繰 り 返 し 実 行 す る
実 物 体 識 別 部 と 、
　 前 記 実 物 体 識 別 部 か ら の Ｉ Ｄ を 繰 り 返 し 入 力 し 、 入 力 Ｉ Ｄ に 対 応 す る 処 理 を 実 行 す る 情
報 処 理 部 と を 有 し 、
　 前 記 情 報 処 理 部 は 、
　 前 記 実 物 体 識 別 部 か ら の 第 １ の 入 力 Ｉ Ｄ に 基 づ い て 、 第 １ の 入 力 Ｉ Ｄ に 対 応 し て 設 定 さ
れ た 通 信 プ ロ ト コ ル の 設 定 処 理 を 実 行 す る と と も に 、 前 記 実 物 体 識 別 部 か ら の 第 ２ の 入 力



【 請 求 項 ３ 】
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Ｉ Ｄ に 基 づ い て 、 接 続 先 の 設 定 処 理 を 実 行 す る 構 成 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 通 信 処 理 装
置 。

情 報 処 理 方 法 で あ り 、
　 実 物 体 を 検 出 す る セ ン サ か ら の 入 力 情 報 に 基 づ い て 実 物 体 に 対 応 す る Ｉ Ｄ （ 識 別 子 ） を
取 得 し 、 取 得 Ｉ Ｄ を 情 報 処 理 部 に 出 力 す る 処 理 を 、 セ ン サ か ら の 入 力 情 報 に 基 づ い て 繰 り
返 し 実 行 す る 実 物 体 識 別 処 理 ス テ ッ プ と 、
　 前 記 実 物 体 識 別 処 理 ス テ ッ プ に お い て 取 得 さ れ た Ｉ Ｄ を 繰 り 返 し 入 力 し 、 入 力 Ｉ Ｄ に 対
応 す る 処 理 を 実 行 す る 情 報 処 理 ス テ ッ プ と を 有 し 、
　 前 記 情 報 処 理 ス テ ッ プ は 、 新 規 入 力 Ｉ Ｄ に 対 応 し て 設 定 さ れ る 処 理 と 、 既 入 力 Ｉ Ｄ に 対
応 し て 設 定 さ れ る 処 理 と の 比 較 を 実 行 し 、 両 処 理 が 異 な る 処 理 と な っ た こ と を 条 件 と し て
、 実 行 中 の 処 理 の 終 了 処 理 を 行 な う ス テ ッ プ を 含 む こ と を 特 徴 と す る 情 報 処 理 方 法 。

前 記 情 報 処 理 ス テ ッ プ は 、 新 規 入 力 Ｉ Ｄ に 対 応 し て 設 定 さ れ る 処 理 と 、 既 入 力 Ｉ Ｄ に 対 応
し て 設 定 さ れ る 処 理 と の 比 較 を 実 行 し 、 両 処 理 が 異 な る 処 理 と な っ た こ と を 条 件 と し て 、
実 行 中 の 処 理 の 終 了 処 理 を 行 な う と と も に 、 新 規 入 力 Ｉ Ｄ に 対 応 し て 設 定 さ れ る 処 理 の 開
始 処 理 を 実 行 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ に 記 載 の 情 報 処 理 方 法 。

前 記 情 報 処 理 ス テ ッ プ は 、
　 入 力 Ｉ Ｄ に 基 づ い て 、 Ｉ Ｄ と 実 行 フ ァ イ ル の パ ス を 対 応 付 け た 処 理 情 報 テ ー ブ ル を 格 納
し た Ｉ Ｄ ・ 内 部 状 態 対 応 記 憶 部 の 検 索 を 実 行 し て 、 実 行 処 理 の 決 定 を 行 な う ス テ ッ プ を 含
む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ に 記 載 の 情 報 処 理 方 法 。

前 記 セ ン サ は 、 セ ン サ に よ る 実 物 体 認 識 可 能 領 域 と し て の セ ン サ 有 効 領 域 内 の 実 物 体 の 検
出 処 理 を 実 行 し 、
　 前 記 実 物 体 識 別 ス テ ッ プ は 、 前 記 セ ン サ か ら の 入 力 情 報 に Ｉ Ｄ を 取 得 可 能 な 実 物 体 情 報
が 含 ま れ な い 場 合 に 、 実 物 体 の 存 在 し な い こ と を 意 味 す る 特 殊 Ｉ Ｄ を 情 報 処 理 部 に 出 力 す
る 処 理 を 実 行 し 、
　 前 記 情 報 処 理 ス テ ッ プ は 、 前 記 特 殊 Ｉ Ｄ に 基 づ い て 、 次 実 行 処 理 を 設 定 無 し と す る 処 理
を 実 行 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ に 記 載 の 情 報 処 理 方 法 。

前 記 情 報 処 理 ス テ ッ プ は 、 入 力 Ｉ Ｄ に 基 づ い て 、 入 力 Ｉ Ｄ に 対 応 し て 設 定 さ れ た ア プ リ ケ
ー シ ョ ン プ ロ グ ラ ム の 起 動 処 理 を 実 行 す る と と も に 、 新 規 入 力 Ｉ Ｄ に 対 応 し て 設 定 さ れ る
ア プ リ ケ ー シ ョ ン プ ロ グ ラ ム と 、 既 入 力 Ｉ Ｄ に 対 応 し て 設 定 さ れ る ア プ リ ケ ー シ ョ ン プ ロ
グ ラ ム と の 比 較 を 実 行 し 、 両 ア プ リ ケ ー シ ョ ン プ ロ グ ラ ム が 異 な る こ と を 条 件 と し て 、 実
行 中 の ア プ リ ケ ー シ ョ ン プ ロ グ ラ ム の 終 了 処 理 を 行 な う こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ に 記 載
の 情 報 処 理 方 法 。

前 記 情 報 処 理 ス テ ッ プ は 、
　 第 １ の 入 力 Ｉ Ｄ に 対 応 し て 設 定 さ れ た 通 信 プ ロ ト コ ル の 設 定 処 理 を 実 行 す る と と も に 、
第 ２ の 入 力 Ｉ Ｄ に 基 づ い て 、 接 続 先 の 設 定 処 理 を 実 行 す る ス テ ッ プ と 、
　 新 規 入 力 Ｉ Ｄ に 対 応 し て 設 定 さ れ る 通 信 プ ロ ト コ ル ま た は 接 続 先 と 、 既 入 力 Ｉ Ｄ に 対 応
し て 設 定 さ れ る 通 信 プ ロ ト コ ル ま た は 接 続 先 と の 少 な く と も い ず れ か が 異 な る 場 合 、 新 規
入 力 Ｉ Ｄ に 対 応 し て 選 択 さ れ る 通 信 プ ロ ト コ ル ま た は 接 続 先 の 変 更 処 理 を 実 行 す る ス テ ッ
プ と を 含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ に 記 載 の 情 報 処 理 方 法 。

前 記 情 報 処 理 ス テ ッ プ は 、
　 入 力 Ｉ Ｄ に 基 づ い て 、 Ｉ Ｄ と 通 信 プ ロ ト コ ル 情 報 を 対 応 付 け た デ ー タ 、 お よ び 前 記 実 物
体 識 別 部 に お い て 取 得 さ れ る Ｉ Ｄ と 接 続 先 情 報 と を 対 応 付 け た デ ー タ と を 格 納 し た 処 理 情
報 テ ー ブ ル を 格 納 し た Ｉ Ｄ ・ 内 部 状 態 対 応 記 憶 部 の 検 索 を 実 行 し て 、 通 信 プ ロ ト コ ル お よ
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【 請 求 項 １ ２ 】

【 請 求 項 １ ３ 】

【 請 求 項 １ ４ 】
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び 接 続 先 情 報 の 取 得 処 理 を 行 な う ス テ ッ プ を 含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ８ に 記 載 の 情 報
処 理 方 法 。

前 記 実 物 体 識 別 ス テ ッ プ は 、
　 実 物 体 に 対 応 し て 設 定 さ れ る Ｉ Ｄ を 取 得 す る 実 物 体 Ｉ Ｄ 判 定 ス テ ッ プ と 、
　 実 物 体 が 前 記 セ ン サ の 検 知 領 域 内 に 存 在 す る か 否 か を 判 定 す る 実 物 体 存 在 判 定 ス テ ッ プ
と を 含 み 、
　 前 記 情 報 処 理 ス テ ッ プ は 、
　 前 記 実 物 体 Ｉ Ｄ 判 定 ス テ ッ プ に お い て 判 定 し た Ｉ Ｄ 情 報 、 お よ び 前 記 実 物 体 存 在 判 定 ス
テ ッ プ に お い て 判 定 し た 実 物 体 の 存 在 判 定 情 報 と に 基 づ く 処 理 制 御 を 実 行 し 、
　 新 規 入 力 Ｉ Ｄ の 対 応 処 理 と 、 既 入 力 Ｉ Ｄ の 対 応 処 理 と が 異 な る と と も に 、 前 記 実 物 体 存
在 判 定 ス テ ッ プ の 判 定 が 実 物 体 の 非 存 在 を 示 す 場 合 に 、 現 実 行 処 理 の 終 了 処 理 を 行 な い 、
　 新 規 入 力 Ｉ Ｄ の 対 応 処 理 と 、 既 入 力 Ｉ Ｄ の 対 応 処 理 と が 異 な り 、 前 記 実 物 体 存 在 判 定 部
の 判 定 が 実 物 体 の 存 在 を 示 す 場 合 に は 、 現 実 行 処 理 の 継 続 実 行 処 理 を 行 な う ス テ ッ プ を 含
む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ に 記 載 の 情 報 処 理 方 法 。

通 信 処 理 方 法 で あ り 、
　 実 物 体 を 検 出 す る セ ン サ か ら の 入 力 情 報 に 基 づ い て 実 物 体 に 対 応 す る Ｉ Ｄ （ 識 別 子 ） を
取 得 し 、 取 得 Ｉ Ｄ を 情 報 処 理 部 に 出 力 す る 処 理 を 、 セ ン サ か ら の 入 力 情 報 に 基 づ い て 繰 り
返 し 実 行 す る 実 物 体 識 別 ス テ ッ プ と 、
　 前 記 実 物 体 識 別 ス テ ッ プ の 取 得 Ｉ Ｄ を 繰 り 返 し 入 力 し 、 入 力 Ｉ Ｄ に 対 応 す る 処 理 を 実 行
す る 情 報 処 理 ス テ ッ プ と を 有 し 、
　 前 記 情 報 処 理 ス テ ッ プ は 、
　 第 １ の 入 力 Ｉ Ｄ に 基 づ い て 、 第 １ の 入 力 Ｉ Ｄ に 対 応 し て 設 定 さ れ た 通 信 プ ロ ト コ ル の 設
定 処 理 を 実 行 す る と と も に 、 前 記 実 物 体 識 別 部 か ら の 第 ２ の 入 力 Ｉ Ｄ に 基 づ い て 、 接 続 先
の 設 定 処 理 を 実 行 す る ス テ ッ プ を 含 む こ と を 特 徴 と す る 通 信 処 理 方 法 。

前 記 情 報 処 理 ス テ ッ プ は 、
　 新 規 入 力 Ｉ Ｄ に 対 応 し て 設 定 さ れ る 通 信 プ ロ ト コ ル ま た は 接 続 先 と 、 既 入 力 Ｉ Ｄ に 対 応
し て 設 定 さ れ る 通 信 プ ロ ト コ ル ま た は 接 続 先 と の 少 な く と も い ず れ か が 異 な る 場 合 、 新 規
入 力 Ｉ Ｄ に 対 応 し て 選 択 さ れ る 通 信 プ ロ ト コ ル ま た は 接 続 先 の 変 更 処 理 を 実 行 す る ス テ ッ
プ を 含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ １ に 記 載 の 通 信 処 理 方 法 。

情 報 処 理 を 実 行 す る コ ン ピ ュ ー タ ・ プ ロ グ ラ ム で あ っ て 、
　 実 物 体 を 検 出 す る セ ン サ か ら の 入 力 情 報 に 基 づ い て 実 物 体 に 対 応 す る Ｉ Ｄ （ 識 別 子 ） を
取 得 し 、 取 得 Ｉ Ｄ を 情 報 処 理 部 に 出 力 す る 処 理 を 、 セ ン サ か ら の 入 力 情 報 に 基 づ い て 繰 り
返 し 実 行 す る 実 物 体 識 別 処 理 ス テ ッ プ と 、
　 前 記 実 物 体 識 別 処 理 ス テ ッ プ に お い て 取 得 さ れ た Ｉ Ｄ を 繰 り 返 し 入 力 し 、 入 力 Ｉ Ｄ に 対
応 す る 処 理 を 実 行 す る 情 報 処 理 ス テ ッ プ と を 有 し 、
　 前 記 情 報 処 理 ス テ ッ プ は 、 新 規 入 力 Ｉ Ｄ に 対 応 し て 設 定 さ れ る 処 理 と 、 既 入 力 Ｉ Ｄ に 対
応 し て 設 定 さ れ る 処 理 と の 比 較 を 実 行 し 、 両 処 理 が 異 な る 処 理 と な っ た こ と を 条 件 と し て
、 実 行 中 の 処 理 の 終 了 処 理 を 行 な う ス テ ッ プ を 含 む こ と を 特 徴 と す る コ ン ピ ュ ー タ ・ プ ロ
グ ラ ム 。

通 信 処 理 を 実 行 す る コ ン ピ ュ ー タ ・ プ ロ グ ラ ム で あ っ て 、
　 実 物 体 を 検 出 す る セ ン サ か ら の 入 力 情 報 に 基 づ い て 実 物 体 に 対 応 す る Ｉ Ｄ （ 識 別 子 ） を
取 得 し 、 取 得 Ｉ Ｄ を 情 報 処 理 部 に 出 力 す る 処 理 を 、 セ ン サ か ら の 入 力 情 報 に 基 づ い て 繰 り
返 し 実 行 す る 実 物 体 識 別 ス テ ッ プ と 、
　 前 記 実 物 体 識 別 ス テ ッ プ の 取 得 Ｉ Ｄ を 繰 り 返 し 入 力 し 、 入 力 Ｉ Ｄ に 対 応 す る 処 理 を 実 行
す る 情 報 処 理 ス テ ッ プ と を 有 し 、



(4) JP 2004-164180 A5 2005.3.17

　 前 記 情 報 処 理 ス テ ッ プ は 、
　 第 １ の 入 力 Ｉ Ｄ に 基 づ い て 、 第 １ の 入 力 Ｉ Ｄ に 対 応 し て 設 定 さ れ た 通 信 プ ロ ト コ ル の 設
定 処 理 を 実 行 す る と と も に 、 前 記 実 物 体 識 別 部 か ら の 第 ２ の 入 力 Ｉ Ｄ に 基 づ い て 、 接 続 先
の 設 定 処 理 を 実 行 す る ス テ ッ プ を 含 む こ と を 特 徴 と す る コ ン ピ ュ ー タ ・ プ ロ グ ラ ム 。
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